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【手続補正書】
【提出日】平成31年4月12日(2019.4.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載される車載装置（１１）と、該車載装置と通信可能に構成されたサーバ（１
２）と、を備える情報管理システム（１）であって、
　前記車載装置は、それぞれ所定の機能を実現する複数の機能部（３２、３２ａ、３２ｎ
）と通信可能に構成された少なくとも１つの情報処理装置（２１、２２）を備え、
　前記少なくとも１つの情報処理装置は、
　ルーティングテーブル（４１）に基づいて、前記複数の機能部同士の通信を中継するよ
うに構成された通信中継部（５１）と、
　前記複数の機能部それぞれに対応する複数の個別の識別情報のうちの少なくとも１つを
取得するように構成された情報取得部（６１）と、を備え、
　さらに前記車載装置は、前記情報取得部により取得された前記少なくとも１つの個別の
識別情報を前記サーバに送信するように構成された送信部（２３）を備え、
　前記サーバは、
　前記送信部により送信された前記少なくとも１つの個別の識別情報に対応する少なくと
も１つの前記機能部の個別の属性情報を取得するように構成された属性取得部（２４）を
備え、
　さらに、当該情報管理システムは、
　前記属性取得部により取得された少なくとも１つの前記機能部の個別の属性情報を含む
、前記複数の機能部それぞれに対応する複数の個別の属性情報に基づいて、前記ルーティ
ングテーブルの変更箇所を決定するように構成された決定部（６２）と、
　前記決定部により決定された前記変更箇所に基づいて、前記ルーティングテーブルの変
更を実行するように構成された変更部（５２）と、を備え、
　前記決定部は、前記少なくとも１つの情報処理装置及び前記サーバのうちのいずれか一
方に備えられている、情報管理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報管理システムであって、
　前記個別の属性情報は、該個別の属性情報に係る前記機能部が機能を実行することで出
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力可能となる情報を示す内容と、当該機能部が機能を実行するために必要となる、他の前
記機能部により出力される情報を示す内容と、を含む、情報管理システム。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の情報管理システムであって、
　前記決定部及び前記変更部は、前記車載装置に備えられている、情報管理システム。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２に記載の情報管理システムであって、
　前記決定部は、前記サーバに設けられており、前記変更部は、前記車載装置に備えられ
ている、情報管理システム。
【請求項５】
　請求項１又は請求項２に記載の情報管理システムであって、
　前記決定部及び前記変更部は、前記サーバに備えられている、情報管理システム。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の情報管理システムを構成する、車載装置
（１１）。
【請求項７】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の情報管理システムを構成する、サーバ（
１２）。
【請求項８】
　車両に搭載され、該車両の外部に配置されたサーバ（１２）と通信可能に構成された車
載装置（１１）であって、
　前記車載装置は、それぞれ所定の機能を実現する複数の機能部（３２、３２ａ、３２ｎ
）と通信可能に構成された少なくとも１つの情報処理装置（２１、２２）を備え、
　前記少なくとも１つの情報処理装置は、
　ルーティングテーブル（４１）に基づいて、前記複数の機能部同士の通信を中継するよ
うに構成された通信中継部（５１）と、
　前記複数の機能部それぞれに対応する複数の個別の識別情報のうちの少なくとも１つを
取得するように構成された情報取得部（６１）と、を備え、
　さらに前記車載装置は、前記情報取得部により取得された前記少なくとも１つの個別の
識別情報を前記サーバに送信するように構成された送信部（２３）を備え、
　前記サーバは、前記送信部により送信された前記少なくとも１つの個別の識別情報に対
応する少なくとも１つの前記機能部の個別の属性情報を取得するように構成された属性取
得部（２４）を備えるものであり、
　さらに、前記少なくとも１つの情報処理装置は、
　前記属性取得部により取得された少なくとも１つの前記機能部の個別の属性情報を含む
、前記複数の機能部それぞれに対応する複数の個別の属性情報に基づいて、前記ルーティ
ングテーブルの変更箇所を決定するように構成された決定部（６２）を備える、車載装置
。
【請求項９】
　車両に搭載される車載装置（１１）と、該車載装置と通信可能に構成されたサーバ（１
２）であって、
　前記車載装置は、ルーティングテーブル（４１）に基づいて、前記車両に搭載される、
それぞれ所定の機能を実現する複数の機能部（３２、３２ａ、３２ｎ）同士の通信を中継
するように構成されており、
　前記複数の機能部のうちの少なくとも１つの機能部に対応する個別の識別情報に基づい
て、前記機能部の個別の属性情報を取得するように構成された属性取得部（２４）と、
　前記属性取得部により取得された少なくとも１つの前記機能部の個別の属性情報を含む
、前記複数の機能部それぞれに対応する複数の個別の属性情報に基づいて、前記ルーティ
ングテーブルの変更箇所を決定するように構成された決定部（６２）と、を備える、サー
バ。
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【請求項１０】
　サーバと通信可能に構成されたクライアントが備える通信中継部（２１）が、それぞれ
所定の機能を実現する複数の機能部（３２、３２ａ、３２ｎ）同士の通信の中継を行うと
きに使用されるルーティングテーブルの変更方法であって、
　前記クライアントは、前記複数の機能部と通信可能に構成された少なくとも１つの情報
処理装置を備え、
　前記クライアントにおいて、前記複数の機能部のうちの少なくとも１つの機能部に対応
する個別の識別情報を取得すること、
　前記サーバにおいて、前記個別の識別情報に基づいて、該個別の識別情報により特定さ
れる前記少なくとも１つの機能部の個別の属性情報を取得すること、
　前記サーバ及び前記少なくとも１つの情報処理装置のいずれか一方において、前記少な
くとも１つの機能部の前記個別の属性情報を含む、前記複数の機能部それぞれに対応する
複数の個別の属性情報に基づいて、前記ルーティングテーブルの変更箇所を決定すること
、
　決定された前記変更箇所に基づいて、前記ルーティングテーブルの変更を実行すること
、を含む、ルーティングテーブルの変更方法。
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